
会員各位
昭和63年 3月 20日

つつじが丘自治会
会長

第 13固 定時総会開催のおしらせ

桜の使りの開かれる今日この頃、会貴各位におかれましては益々ご健勝のこととお

慶び申し上げます。

つきましては、第 13固定時総会を下記のとおり開催することとなりましたので万

簿お繰り合せの上、ご出席戴きますようご案内申し上げます。

記

1。 日 勝    圏和63年 4角 3国 (鶏 )午 前9時 30分～ 12時

2.驚 所    鶴紹地区体育鯨 (上池公圏内 )

3,議 鸞    (1)62奪 農会務織告及び承鸞の件

(2)62年度会計報告及び承鷲の鷲:

(3)自 治会規約改正の件

(4)63年度書治会活動、基本方針案の審議及び承露の件

(5)63年度予算案の審議及び承認の件

(6)役員 (会長、剛会長、会計監査)改選の件

(7)そ の他

なお、会場準備の都合上、出欠を次頁出欠票にご記入の士 、来る3月 26日
までに各班長さんにご提出下さい。また、当EIや むなく欠席される方は委任状
も合せてご提出下さい。
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欠 票

私は、第 13固定時機会 (昭和63年 4月 3日 開催 )に

出  席
いたします。

欠  藤

………………………………………・きりとり線 ……………………"………………Ⅲ………

私は、           を代理人と定峰爾織63奪 4用 3陶 開催の第 13醸

つつじが丘自治会定時総会の競事決定に熙する一切の権鱗を委任いたします。

昭和63年  月  日

各務原市つつじが丘  丁目   番地
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62年度 (第 12期 )自 治会会務報告

私達の篠『 つつじが丘』も、今年度末には約900世 帯の入居が完了し、大規模団
地としての体裁を整え、自治会のスローガンである「ふるさとづくり」も着々と進行
して来ております。今年度の自治会総会に於て、会員の皆様に以下の方針をご提案し
今年度の活動のスタートを切りましたが、各項目について、ご報告申し上げます。

1.集会所の増築につ0ヽ て

住霊満動の拠点としての集会縣勢鸞染は、私達の永年の願与ヽでありましたが、

詔和 62年 4月 29潜 に峻Iの 運びとなり、同綱より会晨鶴供鸞がスタートし

ました。自論会の活動はもとより、各種輝熱の鍵題も講発となり、会員間の規

睦に資する場となりました。

汚驚燃璽漁識仰諄営鱚承について

一鍛ti鑽 からぬ霧奪事瑠酵轟論=会長鐵々の利害城直接大きくからむ鶏題で轟

碁饉、そ尋豪を1電 まま篠釜き爆す壌票であります。今年度も、その難遇につ‡ヽ 4

載:=鐘 鎮を轟逗与よ l′ なが、今よでの鯖織勢蝿寵点を系統鋼紅籐理し、誇水壌

響鍵霧のかかえる菫大性を考慮し、歯諭会器事議として搬遭づ‡する事とし、今

席上規輸改正も含0以下の提案を致 tノ ます。

(1)薄水燿理委員会設竃の提案

(2)霧水握理委員会事業計画の提案

(3)蒔 水饉理委員会の設置に関する白治会燿約改正の提案

タイムズつつじが丘の定期的な発行につtヽ て

島治会の機動報告、会員置の情報交換や糧畿に重要な役割を果す機麗紙の定期

的な発行は、大世帯となつた自治会組織の機鍵としての要請でありました。今

年度は4半期に 1回の発行を目指し、予算的な措置もしスタ,卜 をし、定期発

行と言う当初日標は達成できたと思つております。内容的には会員各位の満足

2.

3.
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を得るには到つてないかも知れませんが、今年度の定期発行が出来た事は一定

評価できるものと思います。さらなる発展が望まれます。

4.自総会継繊について

3広報区でスタートした今年度の自治会でありましたが、入居戸数の増鶴に伴

う織纏釣な琵慮しが今年度の霧題でありました。『 自冶会組織等護爾委員会膚

勢答攀鍛稿化が今年度tFi白 治会活動の大きf6-絆 でありました。答華蒔容骨試篠、

賞饉費議し藍長会議を幸春として、役員会でも種々鑽討をして驚た織難、幾鞠

鐘蓋を含絲以下の事喚を提案し、窯年度以降仰活動がF‐l鸞 (塩 する蓼を簸うも學

であります。

(1)畿総会長、広報会長業務城震して

(2)崚 轟人事韓鸞する選出基準鍾驚して

43)鷲曇長寄準鑢金の鍵轟懲撃韓灘して

規約改正

自講食鰻約鐵警:母鐘案

蝿歳基準Φ鑽菫

以 _聾 中ご提案母内容に難しては、議事の鐵韓礎t｀ ど検討も`ただく事と散 tノ ますが、

大警難となつた当白綾会鍾重要なのは、一人でも多くの方が自論会議動に畿籠的に機

機していただく事で轟ります。組織と会震の遊麟があつてはも`けません。

会量黎位のよリー層のご協力と自諭会への攀鶴薫議母轟鶴を願tヽ 会務報告と致します。

[理甍幸腱響駐響難髪姜 ]

8町内の正副広報会長をメンバーとする広報委員会は、幸ヽわゆる専躍委員会として

定期的に開催される委員会ではなく、次のような場合に必要に応じ開かれます。
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(A)市 からの通達事嘆や欝購事項に対し、全体としての機一見解を示す必要のある

場合、ある0ヽ は鵞をはじめ外部雄対し折簡を要する事襲が発生した囁合.

`忠

)複数の町内 (広報区 )に 麗達する間饉が生じ、それぞれ意見蒻整鍮必要がある

場合。

また、当委員会は「
~ri精

歎の策端のお手鷺い_1の 役露も農つており、これの年蠅活

動の畿要は機述砕とおりです。 (A)、 (3)につきその主な事磯につもヽ《華し述べ

ます。

(A)鍾ついて 。・ '「 のり爾勢織簿欝遭に翼 t/、 幕鉾姿勢を簡うJ

昨年度にも!き 続き市と折響。e惨 満の革刈静等、催民として、豊番黙境曇全の見麹

から、華性濃動自体を番定するものではありませんが、のり饉は市の所聴偽鍵もかか

わらず、その管運鷺任議欝されてをヽるとは言えません。避サヽ薄窯、十分な予算戴懸を

髄じ、住賦命鐘議負銀を轄議ゞべく攣えてまいりました。また嚢樗の市翼溝撮のやり

方曲襟も議態に再綾講∫岳ことも整講じ
メ
ξ意寺ヽ摯ましたが、獄下聡ところ惚地難の議

蝿は、少なくとも義轟鋒鍼:詳i孝キ母主義 :こ なζ;ま ず、従つて市の警勢もその錢II tt ξァ

でもヽないとこ學から “裁諭織
絆

ほ毒墓導鍵i摯 ぱ撃畿争ヽ菫難が碁養となりましょう。

62年度としては、樺奪農錢書:き 続き、私供の導性轟難で餞轟来えない6～ 81爾

ののり轟と鱗接する地帯傷綴末参豊鍵作業を実施してもらもヽました。

(3)につllkて '・・ ゴミステーシヨンのあり方について

単にゴミの撥て方や場所の濤攘七いつたことだけではなく、住民ひとりひとつの七

ラルの間懲にかかわることから、震境委員会の要購もあり、瑾長会議等を通じ、町内

の不平不灘の声を吸収してもヽくと共揺、 “住民エゴ"の ぶつかり合うことのないよう

心がけました。

市としては、各町内 2ケ所を可燃物については1ケ所増設することはすでに了解済と
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はなつてはいますが、これも各町内の住民の合意が大前提となり、この点からも協議

をしていただきましたが、今年度はおよそ従来どおりの形となりました。

「ゴミ戦争」はもとより饉避していきたいことは申すまでもありませんが、このま

までは遠からず “勃発"の危険性もあり、事|き 続き次の点にご努力を願います。

イ

ロ

ハ

現行ルールを厳守され、公共心の高場に努める。

ステーシヨンに適するスペースの確保。本住宅地内の進成はそのことを懇定

した設計ではないた機、公機の一角、のり難の一部構露 (改善)等だ醸し、

爾査研究していく。

そのためにも市や興人等にも黛般的な機きかけを行な )ヽて いく。

その他、露戦の回数を増やすよう、市へ儘きかける。

´
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〇 6/6 馨蜂婆鍾 舞ず
｀
手意麺交機会賞篤   賣参つじが丘難舞鸞轟零 :こ よ学章

だ欝籍饉灘えなヤヽこ穣籍移資
食J,護,む祟新鍵難堵は鐵等簿答

尋 :/23 在塾:1議 春壼
事肩お凝ぜ驚ン,一 で1=を れれた
つつじが丘からは次の事を賀難した。

イ.交着点内歩通織喜角懸
r/Pの

畿鮮化  食来年賞籐されると圏纂轟り
(lI‐ 畠 )

繕。鸞潜派ili購 構鍾尋難の移設     ☆建設省に依懸緊量紅賞施される
(2丁 露 )

ハ.畿陶3丁 醍壌内進欝の補修     ☆緊急に実艤
(2丁 目 )

二。4丁 圏ゴミステーシ碑ン等改良   ☆予算の援助はありませんが憾地寺
許可がおりましたので実施

ホ。餞地内のり画の維持管理      ★除革、樹木の整備 (機構されたも
(5丁 目、8丁 目)    のと危険な樹木をよりわける)が

ほぼ完了をみた
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Φ ↑2ノ7'連合広織会長会漱の議臆として

イ。「広報会Jの名称を「自治会」
と変更する件が提案された。

自,婦人防文クラプの拡充について ☆前述の消防饉の編成について
我々の回答を受けて再提案さ
れたもの
目的は家庭をあずかる19婦人
層の防東意識向上の為、つつ
じが丘とL・ てももうけること
にしてある。

☆永年の統災活動に対して感謝
状を贈里された。

③ 1/10 消防出初式

[響腱お亀響犠爵乳づ養 ]

rAt闇 の構搬について

各底纏豚ごとに、毎用 1～ 2鶴実施され
~Cお

りまして、溝薫さを盤持され
‐
4‐ をヽま

した。今後其、各底罐議並び羹金性晨の機力を得て、美しい町銀しよう。だが帯

薩疇部盆鑽肉粧犬の霊が甦かけられた既もあり欝主の心掛けをお願をヽしたい。

醸地内、外の大撮像について

春、軟 2圏実議しました。今年度は5題 31爾 (懇 )に 饉地義の機構溝撰を実施

し、6月 に市より薬爾散布寧が害虫発生予防の為薬期を散布した。又、市民溝撥

の番、横の大機除には全員参機の協力をえて非常にスムーズに大きな成業をあげ

ることが出来ました。

ゴミステーシヨンについて

ゴミ置場の清掃は各広報区ごとに清掃、消毒等が実施されておりました。又、昨

年度よりの引継事項でもありました恒久的ゴミステーシヨンは場所の選定が非常
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に難しく、その場所の選定で露舞委員会で検討をつみかさ極た結果、これは、各

広報区で場所を検討して戴くことに数 LIま した。その手始めに、4丁 L~j広 報区が

4‐
「

目地内の上池公園の 1部を手直ししたものが完成する予定であります。今後

共、各広報区で場所を選定し実施される様にお願いした0ヽ 。

不在地主除草本につもヽて

62年度は245区画ありました。その内、185区画が自治会にbllり 取りの依

頼を受けました。60区爾が本人、又は知人、友人等にて実施された。自冶会依

頼分の「 llり 取り代金は、本年度 1区饉一律9,000で 専門業者の各務原造機に

て除去をお願いしました。実施は年 2回春は 7月 、秋は10月末より11月 中鶴

に終了し、又所有壌主自身の識|り 取り方法で行われた。60区醸中48区懸は春、

秋実施されましたが、鷲り12区繭その自 10餌麗鯨暮 1機のみ寅腱。秋は未燿

撃の為少々機草が残つてきヽる状態です。又蕃、秋共未饉警は2糠薩轟りました。

今後は一麟美しい簿づくりをする為、又文美予鱗i、 講義薔自身の輝馨取りをさ

れる地主の方には特鍾機力を要議して行き赴い。

犬の鵞について

犬の糞の燿理につきましては、3翻鐵驚文書にてお願い数しましたが、今一度飼

主の皆さん方奪心くばりのご協力をお願いしたt｀ と思會ヽます。

緑:ヒ 対策

61年度よりの総続で集会所増築完成後、集会所敷地内にツツジ130本 、イEl

ハモミジ1本、タイサンボク1本 、クロガネモチ 1本等を植樹致しました。今機

はこれら樹木に対しての剪定や肥料等を陶内の様化に対する有議者の協力をもと
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めながら実施したいと思います.当つつじが丘には、公腱が大小 7箇所あります

が、1か月に1公園づつ縁化の手入れを実施した0ヽ と思ウヽます。

清掃用具について

春、積の市民溝締前に各広報区の清掃用異で若干不足 t/て いるもの、叉こわれて

いるものを購入補充しました。

「_織な夕篭響踏 鐸亀憂登 ]

1.鱗災行事と防災意識母曲上

5月 31日 (日 )春の鱗災雛l糠 は饉青鱚転おいて東灘鱗警救晟議3名の指導で

最懲議 (救急手選と激患鷺生慈)の艤書と爾繍を行なつ{麟いた、角容豊富で重

…七十スな銹鍵は察しくさえ轟ったが簑lII輩 了0名鍮少なさは銭まであ争た。

(象後奪行動麟薩が機鸞気鎌となつたの議賛鸞が響られな!ヽ 最念ぶ争た事む農彗

亀ノてい碁 )。

職1角 3難 (籍 )秩勢購臭割機は続年9蛾 く上逮公磯風びその藩避で案消防署

8名 と西陶驚鋳灘5名命蓋導鷲潤東機による樹爾篇文と藩文綻による舷水麟:糠 、

緊懲時過報議1織 を孝テなつた。参構機150名の機きを籍、自諭会としての議鶴は

一応銀たれた。

1丁 霊空き地命ボヤは大事にならなくて豊かったが蠅けて1澪 23囲 鍮S丁 磁

性宅競失は実にショッキングな事で逓代建築、新建材の弱点を燿実に見せftlt_fた 。

織書者に減実にお気命轟な事故であつたが鋳災意識が一変に轟まつた様な言葉が

多く聞かれた。立地集洋、耐文壁、熱風状態、迅速な消文活動と全てが幸いした。

もし大爽となった時を考えると防災知識、注意力で文を出さない事が第一である。
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2.

そして通報や消爽器の取り扱いを身体で覚えることこそ初期消文成功の基とおも

われる。

消費設備の充実

消大轟、消穴輸と滴爽総本一ス籍の設置状溌撻を覇確にして鷺ま議の参考とした、

滴文栓操法マニアルとその警意事項と応鷺動作を各戸配布した。

rtt― ス籍修理と操作上0表示をした。溝資織ホース籍は3丁 轟、5丁 目、81鶴

各々一基新議した (2了 穣所となり残りは10箇鱗).市殿量の満大機は 7本壌

り警えし、全部勢籟41饉を取り替えて鑢tヽ た。家饉濃大器の購入 20本、鶴峰

警え20本であつた。盛:爽災に鷺え、/1iん ど鋸8丁 を集会所に撻管した。

饒麗簿について

鋳紀落とし尊駿雷されたものも今で磁街鱚頬骨鍾:が轟乞}難鐵むらが纂鷺ぎる勢

4機酪鷲鏡置を作争鑑.3鍵幾③竃菫
‐
が機われてざす与澪

=奪
i武 錢錯ご斃轟され碁

べきである。本年度の階鶏は10薄警轟る。 (磐詩装l露簿_≧ 壻0簿彗ま≧磯て婚

なう為、運れがちとなる )

交懸安全につも`て

毎年事故陰llに心労されてきたが交通標畿襲を作争てみで鰹層とぬまり遷わ

ないし守れない程母規解を申議しない方が農いとの見選から、艤壇内含○鍮の制

限標議3本の構充と注意檬譲 10本の種設転警ぬた。

議毎配に高い喬壇が事故の最大要鶴で速度を藩す票外になやヽ雛に思う。叉駐寧

については他に迷感を掛けない心掛けが大切に思う (救急車や消鋳車の進入がさ

またげられる事に留意下さい).

3(

4.
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5。 その他

5月 に地域消防団租繊再編成案 (均等に消防団を持つという事)が市消防資料

として出された。勤め人で共働きがほとんどの団地としては大変な固題です。

3丁 目住宅火災には消防署以外に12饉所の消防団が駆け付けました。何年に■

回の住宅文災ではあるが大火類焼が怖いからfFIら かの対応が必要になつてくると

思えます。又、防火意識向上のPR団体として市設定の婦人防大クラプをつつじ

が丘にも作るよう要請があつた。

公園等の金網修理、集会所翻満の蓋設置等も行なつた。

[文 化 体 育 姜 量 会 ヨ

文化饉轡畿最会の藩動 tyた 行事として、鐘騒り大会、通雛会、藤鼠藤の自治会行事

がありま tフ た,

議ず、こ罵 1鶏 (1虹 )2羮 (7_4)に 寺央食懸で行われた盆懸り大会で転約60争 額

覇 12参 争亀以上の簑漿:亀 ざあり11ぎ やかな曲を機ろにないも苦きも量つ鋳軸縫鶴1,

つて心弾む楽しtヽ 時を濾ごして戴きました。又、各広報会の趣良をこらした夜鷹は予

糠を磯やしたにもかかわらず、すぐ売り切れになるという盛溌ぶりでお祭りを盛り上

げてくれました。この時婦人会、子供会、寿会、民謡同好会等の方々のご協力、ご指

導を態きました。団地内外の商店、病院、銀行等のご協賛を数きました事もここにご

機籠数します。

次に、10月 10日 (上 )に 入本:h検下運動会が行われました。これは、松が丘自

撥会と0連合ですので、両自治会と体育振興会の主催、社会福祉協議会A本山連合支

椰の共催でFJわ れました。
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「 ご近所のふれあいと健康から」のテーマを掲げ、青く晴れわたつた空の下、テーマ

の通り笑いや拍手、声援のあるわきあいあいとした雰囲気の中で約3000名 の参加

者に体青の日にふさわしい心地よい汗を流して戴きました。今回子供達の応援合戦の

採点について検討し、自由応援の形にしました。

最後に11月 2日 (月 )3日 (文 )に 市民震が地区体青館にて開催されました。

190名の方から生け花、園芸、手芸、書道、絵画、写真等300点 余りのすばらし

い作品を出品して戴きしつとりとした芸構磯秋の一時を300名 余りのご来場の方に

与えて下さいました。又、今饉茶鷹を設けてくつろも`で戴きました。

今後さらに多くの方に楽しんでいただく為に羅催期間の延長、麗催餞の変更等、続隷

して0ヽ く必要があると思います。

以上が文化偉育委員会舎議難病容です。を`ろいると至らなも`所もあつたと憲も`ます

落、本当だ多く舎節々のご擦海で燿とかこ鍮 1年欝える軍がさ慶■彗た。

こ蒔機なお堪りして構懸鉦層iおホLを 書 tr i:ず
.ま

し
｀
そ悪溌薄も考袋 :'政 掌薔
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昭 和 62年 度 会 計 報 告 書

《 藝襄1金 C)]部 》

昭 和 61年 度 基 金 残 高

昭 和 62年 度 増 加 分

自 議 会 費

自 治 会 入 会 金

自 治 会 基 金 利 患

広 報 会 長 報 轟 4301000

広報紙 配布手数料 756,000

100,800

≪ 機 立 の 議3》

緊 急 災 書 鋳 準 鑢 豊

緊 急 災 害 時 準 備 金

薄ホ処理施設に欝する準犠金

薄水処理施設に慶する準鸞金 7121000

21973,400

(とを):自健づ妻夕舜贈婁繕鶴澤覇筆づ澄は 9/ユキ 60アリ、 11/27
合計 lPttIJ鱒  蔭縄遂講虹支帆つた。

≪ 曜甦 入 の 議薔:≫

収 入 饉

鱗 年 度 醸 饉 金 1:367,354

5,124,000

昭和62年 2月 28日 現在

21,035,713 昭和63年 2月 29鶏 現在

15万 、12/23 45万、

76,000

712,500

490,400

730,300

155,800

259,000

0500X10,248戸

01000X76戸

9/24 243,600    2/24 246,800

9/24 386,550    2/24 393,750

9/24  77,220    2/24  78,660金
一酬

入̈
一計

259,000

191,400 193,227 定期預金利息他

8,947,054

19,145,713

1,940,000

91138,661
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《支出の部》

62年度収支残高

以上、昭和62年度決算報告に誤りのな0ヽことを証明します。
会計監査
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63年度 〈第 13麟 )自 治会運動方針窯

62年度の自治会活動の中で多く穣み壌した事があります。62年 度は於ては、自治会

議動の大きな柱が、組織運営の見直じと試行にありました。今年度は、62年度の話働

を一歩進め、畿論会経繊の定機を基本的な雄として灘醸する熱、以下の鍵案を識し球

す。

1.集会所設備の充実

(1)`集会所増業に伴う金錢的な支感が幸心であつた為、内瀑機器鍾まで買金

が充当できず、鷹設の機難が充分でなも`為、集会3-i砕 餞麟機器の充実を

はかります。

イ).集会所周囲の安全対鐘とし
´
て、熙銹設構を含機、機の設雪を致します。

嬌).蟻会嬌稽窒の冷援麗設幾Φ欝議が多い為、冷磯震畿議を設置します。

ハ ).種彗4れ した機写機の交換 (櫓式→範式)を行し`、広纏`役量会等器事

纂,驚萱Φ合響化を驚します。

2.雛髪会議Φ麟性亀

イ;,癬広報会長を事務簿要糞として艤入れ、自検会議難鍮薦審を驚会議 :こ

反映させ驚会議の内容を充実させる。

L~l).集金業務に爾じ班長の労力を軽減し、自織会活動への一膚の労力柱入

を企る為、会費.汚水処理鸞の銀行彗|き 藩としをするよう検討する。

3.汚水処理委員会の充実

イ )、 事業計画にそつて活動し、会員闘のコンセンサス造りを推進する。

日).基金利患の処理方法を変更し、基金利患を穣立と満雛欝に分離計上し、

一定活動賛の手当をし、対外、対内的に充分活動出来るよう処置し、

積立部分については、後日闘題が発生した時の備金とする。
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4.続美聞題の再検討

(1)昨 年度薫、不幸にも当鐵地内で住宅責災が発生し、全焼すると言う事故

が発生した。過去10数年当団地発足当初よりこのような事故がなかつ

た為、饒災に対する震実的な露露がなかつた。今懸鍛不幸な事欺を教議|

として、鋳災慾勢を再検討し、より現実的な対処が可鱗な懲勢づくりを

し載す。

イ),自 主饒機磯織機の再検討

置).鱗災静1練実施方法の再点検

メヽ)`家鱚亀災警籠震する薫議購査の実施

_5.機錢灘議につtヽ て

イ)`鱗災慶畿とも震運し、事在地主へ勢草刈りの饉臨

磯)、 締舞L対驚辱兎直しと、公醸籍購Φ再検討

ハ )、 ゴミ纂穣場母爾鐵鍾震し、素奪度も弓1続き検討を進繰碁

(拳慎久誇ゴミステーシ瑠ンの設饉 )

6.文化偉書の覇懸鍾欝じて

(1)自治会行事として定矯した、盆畿り、運聾会、文化震を中心によリー国

の住民藩の機陸をはかるべく、今年度も3大篠事を籠承して行もヽます。
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昭 和 63年 度 予 算 鑢

《 蹴甦“入 の 部 》

63年度見込

麟 年 度 爆 越 金 1,752.956 (見込み )

ふ
言 5,280,0檬 6 ◎ 500X880 FX12か 薦

轟 輸 会 入 会 金 20,010 011000× 21芦

自 給 会 難 金 利 憲 735,000 21,000,0◇OX 3.5%

広 爆 会 長 報 麟 496,0余0 均等割18,000X3=144,準 09

世帯割 400X880・ 352,0◇0

広 報紙 配布手数料 7惨2,等00 @900X380声

分製暇鶴懲島報鎮豊 1381400 ◎ 嗜30X3縫 戸

公 醸 構 鶴 報 鰯 00澤 ,000

織

艘 13も ,警番馨

91643,356

饉鱚螢轟薦賞醤金  30,800(
美ξノをヽ簿づくり奨爾金88,00モ (

その他 31(20警

⑬35X880芦 )

◎ 1∞X880戸 )
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《 メ
=1出

Cン郭 》

科 目 予  樺  額 騰 考

自治会総会費 50,000

街路灯電気料 1,060,010
,電気澤.ゴ1119壁 `…露理策.,1鸞 :,9壁 ._

Xゼ 彗ックス  300,000 その難
エアコン   250,000 100,000
ワープ〔1  150,嚇 00

フエンス   300,000
集会騎薫払分 400,000

事務局関係費

事 務 費

儀轟購入賛

会計委託費

予輔会議資

1‐ 860,000

(250,00fl)

(1,5001000)

( 10,000)

(100,00を )

集会所運営費 300,000

01,500x畢80戸

市民震等

広報会活動費 1,320,090

環境対策賣

溝撮対策賣

溝撥用具費

緑1ヒ対策懺
ゴミステーション対策賛

4寺0,000

(100チ 喉O番 )

(100,000)

(100,0◇0)

(111=000)

購農対策欝

鋳蔓:I事欝

鶯域購養驚

綺爽鰺興艤轟雙

轟町群動機賛錢金

65爆 ,像00

( 50,000)

( 30;000)

(4201 0фO)

(150,000)

文化憶海貫

盆轟り費用

運動会費用

年麗行事賞

650,011

(350)100)

(20篠 ,000)

(100,000)

タイムズつつじが丘発行賣 130.000

各縫霧体鶴成金 490,000 寿会80,000  撮人会801000

育成会80,000 子供会250.000

地域社会交際賞 150 000

汚水処理施設の準篠金 735,000 基金 6◇0,000 活動費 135,000

集会所改修準機金 2001000

緊急災害時準備金 200.000
一般予備費 1,448,356

合 計 9,643,356
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I麟Ⅱ隣II

第 5条  (事 業〕

第 6条  〔機 関〕

第16条  〔定 数 )

第17条  (任 務 )

露13黒  (選 任)

第35条

現 行

改 正

(入会金   現 行
及び会資〕

現 行

改 正

現 行

政 蓋

壊 衛

改 正

震 行

改 正

自治会規約改正 (案 )

ナシ

(3)汚水処理施設に関わる諸鶴題に関する事項

ナシ

15)汚水処理施設に関わる鶴簡麗を検討する為、汚求処理
委員会を置く

(2)C奪問部には防災、露鑢、文化体育の奪問委員会を置き
夫々に委員長1名、委員を着干名置く

(2)0専門部には防災、環境、文化体育の専門委員会の他、
汚水処理委震会を置き夫々に委員長1名、委員を若干
名置く
会長は本会を代表し、舎蒻を畿鐘する

会長は本会をf亀蔑≧:、 議難会長 (区欝 を業務し、会
務を懸銭す暑

委員は会長が儀命する
焼長は各班鶴に置麗する

委員は広報EXlの菫選により選轟し、会長が性命する
班長は各班毎の菫選により遭轟し、会長が任議する

{2)会讐は1壼帯喜り燿鑽 5撻講とし毎月納付する
優し、月の途中で入居した爆合の会費は入居目が15EI

以前の場合に鰻IP・その月分から納付するものとする

(2)会費は1世稿当り月鑽 5機鍵とし毎露納付するものと
する
優し、月の途中で入居した機合の会費はAS‐日が15
日以前の場合に限りその周分から納付するものとする
また、いわゆる留守家族である場合は、日常生活用品
が異備され、電気上下水道等公共施設を使用し定期的
な生活を営んでいる場合は、つつじが丘住宅地内に居
住するものと見倣し、会費を構付するものとする 商
売等で店舗のみを経営している場合も又同じである
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[資料 I]
自治会役員の選出に関する自治会規約鸞則 (案 )

[前  文 ]

この構則は、自議会規約第4章 18条 1項鍾定める『 役員の選農』に関する選 llPI

の方法を補足し、役員人事が、合理的かつ民主的に行われる事を目的として定ぬ
るものとする。

第 1条  [役員選考委員会及び選考小委員会の設置 ]

機文の議的rt‐ 達成ず
‐
る為、自治会偽転役量選考委員会及び選考小委員会 (以下選

考委員会と称する)を設置するものとする。

第 2条  [選考委爵会の躍的 ]

自治会鱗鵜第4章 18条 1壊に言う『 選臨』を合理的民主的に行う事を目鋳とす
る。

第3条  〔選考委員会の構成麗 ]

選考養曇会は、以
‐
3~の委量を票つて構成するものとする。

(1)愛震長 1亀

委員長は、躊舎畿震会鍾於いて選懇されたものがこれ銀当る。

(2)轟畿員長 1亀

爾委員長は、時の役員会に於tヽ て選lltさ れたものがこれに当る。

(3)委  員 若干義

各広報区鍮機の広報会長、翻広報会長、四専問委員、班長がこれに当
る。

第4条  [選奪小委員会 ]

各広報区毎の投員、委員、班長を選考する場合は、自治会規約第 7章に定める班
代表者会議の構成員が選考小委員会を構成 t・ 、役員他の選出の選出母体となり選
考委員会に推挙するものとする。

第5条  〔選考委員会委員の任務 ]

選考委員会の委員は以下の任務の資を負うものとする。
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(1)委員長

選考委員会を露集し、委員会を統括する。

(2)耐委員長

委員長を補佑し、委員長に支障ある場合はその任務を代行する。

(3)委 員

選考委員会に、役晨候補者を推挙する。

第6条  〔選考する役晨及び委員 ]

自治会規驚第4章 16条灘定める役轟、委晨、理長を選考する。

第 7条  [選考委員の性鋼 ]

選考委員会は、毎年その奪:度の12月 1臓 に設置するものとし、次年度勢白治会
総会縫於t｀ て役員が選lrlさ れた時を任期の終りとする。従つて委員○任期はその
期幾を任期とする。優し、自治会鑢会紅於をヽて役員Φ選出がされな島ヽった場合は、
次麟竣震が選轟されるまでそ畢任購は纏らないものとする。

第8桑  I選据砕手羅 1

轟毒袋鰻嚢‡よ、載 卜鐸芋簸輔縫 iヽ 横襲、甍菱.事■‐を晟毒幸亭もり象す暴 .

:礁 )密 治会長

各広報纂毎に、地の畿量、委員傷遷奪韓先がけ、ふ纏会長を選毒し、
選考委農会に推挙する。その推挙に撻い8広撻区の各々の広報会長を
自治会長候補者として選考養轟会委轟長が擦難し、6埋 最重選により
自治会長候鑢選 1名 を決定する。

(2)議会長

広報会長の決定後、前(1)の 手順に従をヽ翻会長 1塩を決定する。

(3)事務轟長 (副会長 )

前(2)項 の決定の手購紙従う他、選考委員会として自治会組織の_lン

ト自―ラーと言う重費を考慮し独自饉推蘇する事ができるものとする。

(4)会計監査

-21-



時の広報会長の中から互選で2名を推挙し決定するものとする。但し、
他の候補者を推挙する事をさまたげない。

(5)委 員

各広報区毎に、副広報会長、露専門委員をそれぞれ選考し、選考委員
会に推挙し決定するものとする。饉し、副広報会長については自論会
事務局構成員となる事を前提として選考する事を要する。

(6)班  長

各広報区各菫毎で互選し決定するものとする。

第9条  〔選考委員会と自治会総会 ]

鷺尋嚢量曇麿震よT鰻菫P轟讐襲言裟馨菫轟量曇撫撼誼文墓纂量曇隧璽量亀撃贔
欝をし、承露を受ける事で、轟治会幾約篇4章 18条 1項に言うところの『選出』
を実現するものとする。

第1さ纂  I後鍵卜獲晨、覇長傷撥選轟先壼鰹撃 ]

競事奪角黄禁筆江藁鷺し、本人が選轟を鮮還した襲金は、機築、書晨、鍵長 :ミ 邁
詳博 れ拳事を発鋸ふれ登も鈴とゞる。曇し、そ命就構が難機ξ″た覇含韓そ録難争
で:1や をヽ4

(:lⅢ轟鋳轟象lよ 番「霊盤し、かつ轟菫等が購驚4憑 L《 をヽ暴機農

(1)iが 響轟.通鮭 (員 隷鷺驚 )で欝が薄琵、就労等蒔為、輩菫館:1圭 支簿ギ
轟春と鷺録られる場合

(3)轟鑽蜃鰹撻で、鐘轟進行ざ攘難であると置鍮ら撲る墨舎

(4)本人 (主 意よ護帯主 )に強度の身体障害が毎り、構務選錆上支難が機ると
臨められる機舎

(5)家族構成羹が全て素成年警である世帯

(6)会賣を納入し、会量と認められる場合
~C・

あつても、いわゆる黎守家饉で
ある場合

(7)そ の他(1)～ (6)に準する場合

第 11条  [助 言 ]
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当選考委員会は、必要に応じ役員経験者である投員 0.3の出席を求め助言を受け

る事ができるものとする。

[資料 E〕
緊急災書崎準備金の拠出基準

緊急災害時準備金は、つつじが丘地域に於ける広域災書の発生時に、突発的な経済

的損失があつた場合、住民の経済的な負握を軽減し、併せて構の保全を守る事を臓的

として驚設されたものである。

第 1条  [適用される基準 ]

1.天錢地変その他の免害がつつじが丘地域に広域鈎転発生した颯合

2.自然変象にともない文災が
~Jつ

じが丘地域によ域的に発生した機合

3.近麟地域だ上記 1,2の災書が発生した場合で撻出が必要と露峰られる場合

4。 人為的な事故により災書が発生した機合で、糞書が広域釣紅なり、経済的擾

失の規模が大きく、かつ責任の所在が現確でな0ヽ 場合

5,公共的な壌所に於キヽて、災書発生の薄能性があり、その予鶴幸為に薬轟が緊

急饉必要であると露機られる場合.饉 し都道府察管轄で籠嘩責任が期道であ

る場合はこ命限りではなt｀ 。

C,その機、上記 1～ 5に準ずる美書と総峰られる場合

第 2条  [広域の基準 ]

底報区の3分 の 1以上を目安とした地域を広域とし、撼農の基準とする。

第3条  [撻出の決定 ]

緊急災書時準備金の拠出は、自治会規約第 5章で定める役晨会で決定するも

のとする。

第4条  [鶴出の報告義務 ]

緊急災書時準備金が提出された場合は、総会に於ける決算報告はもとより、

緊急に拠出した旨の主旨、金額の哺報を住民全員に報告する義務を負うもの

とする。

第 5条  〔準撻規約 ]

この提出基準に定めなき事は、全て自治会規約に準撻するものとする。
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[資料Ⅳ〕
住宅文災の見舞金に関する綸付基準

つつじが丘住宅地内に居住する会員 (つ つじが丘自治会規約第3条第 1項による )

の住宅に於いて、住宅火災が発生し換書を被つた場合、つつじが丘自治会は、以下の
基準に従い被美会員に対し文災見舞金を給付するものとする。

第 1条 (通爵される基準 )

自家出文、類鸞を聞わず、被災会員毎に第 2条で定める金額を総付するもの
とする。

第 2条 (被災穫度と総付金額 )

1,被災程度が全焼とみなされる場合
1戸奎り  100,000F3を 給付する。

2.機災程度が半焼とみなされる場合
1戸当り  50,000円 を給付する。

3.被災戦度が一部焼失とみなされる機合
1戸当り  3惨 !000問 を織付する。

第3条 (特別費簿 )

文災現場に於tヽ て灘文漏動、飲畠こノ、摂書軽減勢為の豊驚が必要となる事を
考慮し、第 2難に定勢る金畿の長々50%を特欝欝局として喜譲広報鰹に織
付するも0と する。

第4条 (総付の決定 }

大災見舞金輸付の決定は、懇機会規約欝 5章で定機る「 lll員会Jで決定する
ものとする。

第5条 (緊急災害時準備金の機臨基準との関遷 )

住宅火災見舞金は、醸人住宅の機害を想定し定めるものである為、自治会の

給付金額には自ずと限界がある為、類統の範囲が広壌鍾菫る場合は緊急災害
時準備金を充当するものとする。その判定基準は、全焼家屋が3戸 を越えた

機合とする。
なお、その決定については、第4条紅撻うものとする。

第6条 (準拠規約 )

この綸付基準に定めなき事は、全て自治会規約に準拠するものとする。
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[資料V]
つつじが丘自治会汚水委員会事業計画 (案 )

つつじが丘自治会汚水委員会は、下記の事業計画にもとづき、会員相互の住薦境を
守る為活動致します。

言己ロ

1,総論的な問題点

(1)現有施設の持つ物理的、濃的な問題点の検討

(2)自 主運営を鋳撻とした場合の経済的、組織的な機題点の検請

(3)各 務原市公共下水道への鬱換えの場合の条件的な闘題点の検討

2,各議

(1)現有施設の持つ物理的、法的な問題点の機討

イ″汚水処理纏設の一般的な無鑽砕襲解と轟議

◎議鐵管理悪の法斃襲寡と董懸農び籍政指導畿総識

◎権設全般の焼模、範餞、工稽藤瑳、難理求授JF類準の…離鈎嶺警解と麗轟

El″ 魔右撤設の運営軽簿参分析とみを績III翼

◎契約当事者 (締興人,エスエル縁,義澪者)議 妊存する奨韓美容の検討と
認識

◎維持管理の妥当性の綾誌 (■ に経済鋳な事項 )

0現有施設の構築物、機機装量、電気装置、埋設管、マン本―ル等の継続運
転の可奮の検討

(2)自 主運営を前撻とした場合の経済的、組織的な問鐘点の検討

イ.現有施設の移管継承に関する条件の整備

◎現有施設の構築されている土地の所有権の間鐘の検討

0現有施設の耐用年数と器々更新等の条件の検討
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0建設汚ホ曽、マンホール等の施設引受けに対する条件整備の検討

O移管螢5年間以内に要する継持管理資、修理補修賞、運営費等の試算の公

開と汚ホ処理料 (各戸負撻分)の検討

日.移管継承後の自主運営組織の検討

0自 主運営組織の継成準鷲に隣する条件の整備

◎他団地との交流による、避含条件勢機構、検討

(3)各務原市公共下水道への勢換えの機合の条件的な種題点の検討

イ.建設置管等の事前検査と堺換え工事鶏間、日時、準備期間の公示を求修る。

日.浬畿蹴管等が市下水選③轟準だ合致しているかどうかの判が。又、理施設

の変更、要新等の有無め確露。

ハ。/A■共下水道切換えに要する各戸負担の分担金の事銃公開を求ぬる。

二.各務原市下水遊料金と飽市町村の下水遷料金の比較絞誘

PIN゛ 逓隣圏地との交濾をはかり、切換え条件の検討を進峰、金震紅纂大砕羹撻

のかからぬよう条件鶴構をする。

3.麟  鷹

曇:曇  :[[[曇暑 番曇::[:[I:[ トー64年度
以   上
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